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(57)【要約】
【課題】治療計画と干渉チェックを効率よく行うことを
可能にする治療計画装置及び治療計画方法を提供するこ
と。
【解決手段】実施の形態の治療計画装置は、計画部と、
判定部とを備える。計画部は、３次元医用画像データに
基づいて、被治療体の対象部位に対する放射線照射の照
射計画を計画する。判定部は、前記計画部によって対象
部位に対する放射線の照射計画が計画されるごとに、当
該照射計画にて放射線が照射された場合に前記被治療体
に対して放射線を照射するために動く複数の可動部にお
ける干渉リスク、及び複数の可動部と被治療体とにおけ
る干渉リスクの有無を判定する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３次元医用画像データに基づいて、被治療体の対象部位に対する放射線照射の照射計画
を計画する計画部と、
　前記計画部によって前記対象部位に対する放射線の照射計画が計画されるごとに、当該
照射計画にて放射線が照射された場合に前記被治療体に対して放射線を照射するために動
く複数の可動部における干渉リスク、及び前記複数の可動部と前記被治療体とにおける干
渉リスクの有無を判定する判定部と、
　を備える、治療計画装置。
【請求項２】
　前記判定部は、前記干渉リスクが高いと判定した場合、ワーニングメッセージを表示す
る、請求項１に記載の治療計画装置。
【請求項３】
　前記判定部は、前記干渉リスクが高いと判定した場合、前記干渉リスクが低減するよう
前記照射計画を修正する、請求項１又は２に記載の治療計画装置。
【請求項４】
　前記計画部は、先に計画した照射計画における前記対象部位に対する放射線の照射角度
を維持した状態で干渉を回避するように前記照射計画を修正する、請求項３に記載の治療
計画装置。
【請求項５】
　前記計画部は、前記被治療体の体型情報に含まれる当該被治療体の対象部位の位置情報
に基づいて、前記放射線の照射角度を除いた前記放射線の照射条件を変更する、請求項４
に記載の治療計画装置。
【請求項６】
　前記計画部は、前記被治療体の対象部位の位置を前記放射線の光軸に沿ってアイソセン
タからずらし、前記放射線の照射範囲の変化を補正する、請求項５に記載の治療計画装置
。
【請求項７】
　前記計画部は、前記被治療体が横臥する寝台を移動させることで干渉を回避する、請求
項３～６のいずれか一項に記載の治療計画装置。
【請求項８】
　前記計画部は、前記被治療体が横臥する寝台の角度又は前記放射線を照射する照射部の
角度を変化させることで干渉を回避する、請求項３～６のいずれか一項に記載の治療計画
装置。
【請求項９】
　３次元医用画像データに基づいて、被治療体の対象部位に対する放射線照射の照射計画
を計画し、
　前記対象部位に対する放射線の照射計画が計画されるごとに、当該照射計画にて放射線
が照射された場合に前記被治療体に対して放射線を照射するために動く複数の可動部にお
ける干渉リスク、及び前記複数の可動部と前記被治療体とにおける干渉リスクの有無を判
定する、
　ことを含む、治療計画方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施の形態は、治療計画装置及び治療計画方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、被治療体内の対象部位（例えば、腫瘍等）に対してＸ線などの放射線を照射する
ことにより対象部位の治療を行う放射線治療システムにおいては、被治療体内における対
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象部位の位置やサイズなどに基づいて治療計画が立案される。例えば、治療計画において
は、Ｘ線ＣＴ装置等の医用画像診断装置により収集された対象部位の医用画像データに基
づいて、対象部位に対する放射線の照射位置や、照射領域、照射方向、照射方法などが計
画される。
【０００３】
　また、放射線治療システムにおいては、治療計画において計画された放射線照射を実行
した場合に、装置と被治療体との干渉が生じるか否かをチェックする干渉チェック機能を
有する。例えば、干渉チェック機能は、放射線治療のための放射線を照射する照射装置や
、被治療体を保持するための寝台装置、被治療体の位置を補正するための医用画像を収集
する医用画像収集装置（例えば、ＸＶＩ（Cone-BeamＣＴ用ｋＶイメージング装置）など
）などの相互の干渉と、さらにそれらの装置と被治療体との干渉をチェックする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－１１０３３５号公報
【特許文献２】特開２０１４－０９０８９６号公報
【特許文献３】特開２０１２－０１０７５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、治療計画と干渉チェックを効率よく行うことを可能
にする治療計画装置及び治療計画方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施の形態の治療計画装置は、計画部と、判定部とを備える。計画部は、３次元医用画
像データに基づいて、被治療体の対象部位に対する放射線照射の照射計画を計画する。判
定部は、前記計画部によって前記対象部位に対する放射線の照射計画が計画されるごとに
、当該照射計画にて放射線が照射された場合に前記被治療体に対して放射線を照射するた
めに動く複数の可動部における干渉リスク、及び前記複数の可動部と前記被治療体とにお
ける干渉リスクの有無を判定する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る放射線治療システムの構成の一例を示す図である
。
【図２】図２は、第１の実施形態に係る放射線治療計画用ＣＴ装置の構成の一例を示す図
である。
【図３】図３は、第１の実施形態に係る放射線治療装置の構成の一例を示す図である。
【図４】図４は、第１の実施形態に係る治療計画装置の構成の一例を示す図である。
【図５】図５は、第１の実施形態に係る放射線治療システムによる処理の手順の一例を示
すフローチャートである。
【図６】図６は、第１の実施形態に係る治療計画装置による処理の手順の一例を示すフロ
ーチャートである。
【図７Ａ】図７Ａは、第１の実施形態に係る干渉判定の基準を説明するための図である。
【図７Ｂ】図７Ｂは、第１の実施形態に係る治療計画機能による治療計画の修正処理の一
例を説明するための図である。
【図８】図８は、第２の実施形態に係る治療計画機能による治療計画の修正処理の一例を
説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、添付図面を参照して、本願に係る治療計画装置及び治療計画方法の実施形態につ
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いて説明する。なお、以下の実施形態では、治療計画装置を含む放射線治療システムを一
例に挙げて説明するが、実施形態は以下の内容に限定されるものではない。
【０００９】
（第１の実施形態）
　まず、第１の実施形態に係る放射線治療システム１の構成の一例について説明する。図
１は、第１の実施形態に係る放射線治療システム１の構成の一例を示す図である。例えば
、放射線治療システム１は、図１に示すように、放射線治療計画用ＣＴ装置１００と、放
射線治療装置２００と、治療計画装置３００とを有し、各装置が相互に接続される。ここ
で、第１の実施形態に係る放射線治療システム１においては、治療計画装置３００が、放
射線治療計画用ＣＴ装置１００からＣＴ画像データを取得して、放射線治療の対象となる
対象部位（以下、治療対象部位と記す）に対する治療計画を作成して、その治療計画に基
づいて装置相互の、さらには患者との干渉リスクをチェックする。治療計画装置３００が
、作成した治療計画によって干渉リスクが十分に低いと判断されると、放射線治療装置２
００に治療計画を送信する。さらに、治療計画装置３００は、放射線治療が実行される手
技室などに配置されたディスプレイに種々の情報を表示させる表示制御を実行したり、放
射線治療システム１における放射線治療全体の管理を実行したりする。なお、図１に示す
構成は、あくまでも一例であり、実施形態はこれに限定されるものではなく、例えば、表
示制御を実行する装置や、放射線治療管理を実行する装置などがそれぞれ別に配置される
場合であってもよい。
【００１０】
　放射線治療計画用ＣＴ装置１００は、図１に示すように、架台１１０と、天板１２２を
有する寝台装置とを有し、天板１２２に横臥した被治療体の治療対象部位（腫瘍等）を含
むＣＴ投影データを収集して、再構成したＣＴ画像データを治療計画装置３００に送信す
る。また、放射線治療計画用ＣＴ装置１００は、ＣＴ投影データの収集の際に被治療体の
体型の情報（以下、体型情報と記す）を収集し、収集した情報を治療計画装置３００に送
信し、登録する。ここで、体型情報とは、例えば、ＣＴ画像から特定される被治療体の輪
郭の情報である。あるいは、体型情報とは、例えば、ＣＴ画像データから特定される被治
療体の各部位の寸法や体積などの情報である。なお、体型情報については、ＣＴ画像デー
タから収集される場合に限らず、例えば、光学カメラによる画像から収集してもよいし、
被治療体の身長や体重の情報から収集してもよい。
【００１１】
　放射線治療装置２００は、図１に示すように、回転架台２７０と、天板２５０を有する
寝台装置と、治療用の放射線を照射する放射線発生器２３２と、放射線絞り器２３３とを
有し、治療計画装置３００から転送された治療計画に沿って、治療対象部位に対して放射
線を照射する。ここで、放射線治療装置２００は、被治療体の位置を補正するための医用
画像を収集する医用画像収集装置を備えることもできる。例えば、放射線治療装置２００
は、図１に示すように、撮像用の放射線を照射する放射線発生器２７１と、撮像用の放射
線を検出する検出器２７２を含むＸＶＩ（Cone-BeamＣＴ用ｋＶイメージング装置）をさ
らに備え、位置合わせ用のコーンビームＣＴ画像を生成することもできる。
【００１２】
　例えば、放射線治療装置２００においては、放射線治療の前に、回転架台２７０を一回
転させて、その間に放射線発生器２７１により放射線を被治療体に照射し続け、被治療体
を透過した放射線が検出器２７２によって受容される。これにより、様々な方向からの被
治療体の撮影画像（２次元画像）が生成される。そして、生成された複数の撮影画像に基
づいてコーンビームＣＴ画像が再構成され、ディスプレイ２２０に表示される。このコー
ンビームＣＴ画像と治療計画用のＣＴ画像データとで位置合わせを行い、治療計画用のＣ
Ｔ画像データをコーンビームＣＴ画像と一致するように変換するのと同様に、治療計画を
変換することで治療対象位置をターゲットにした治療が正確に行えるようになる。また、
例えば、放射線発生器２３２によって治療用の放射線が照射されている間に、放射線発生
器２７１が放射線を被治療体に照射し続けてＸ線画像を生成することで、治療時の治療対
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象部位の位置を確認することも可能である。
【００１３】
　治療計画装置３００は、放射線治療計画用ＣＴ装置１００により収集された被治療体の
ＣＴ画像データを用いて、放射線治療装置２００による放射線治療の治療計画を立てる。
例えば、治療計画装置３００は、放射線治療計画用ＣＴ装置１００が収集したＣＴ画像デ
ータを用いて、被治療体内の治療対象部位の位置を特定する。また、例えば、治療計画装
置３００は、ＣＴ画像データを用いて位置を特定した腫瘍等に対して放射線治療装置２０
０が照射する放射線の線量や照射角度、照射する回数などの計画を立てる。なお、治療計
画装置３００によって治療計画を実施する際に、放射線治療システム１においては、放射
線治療計画用ＣＴ装置１００における座標系と放射線治療装置２００における座標系とを
予め位置合わせする。例えば、放射線治療システム１においては、放射線治療計画用ＣＴ
装置１００が設置された部屋、及び、放射線治療装置２００が設置された各部屋に赤外線
追跡装置がそれぞれ設置され、各部屋に設置されたレーザー照準器を用いて座標系の位置
合わせが行われる。
【００１４】
　ここで、放射線治療装置２００は、ＸＶＩなどの医用画像収集装置によって収集された
医用画像と、放射線治療計画用ＣＴ装置１００によって収集されたＣＴ画像データとで位
置合わせを行って治療計画を治療対象が正確に狙えるように修正する。すなわち、放射線
治療装置２００は、放射線治療計画用ＣＴ装置１００における座標系と、医用画像収集装
置における座標系（実際に放射線治療を行う空間の座標系）とで位置合わせを行うこと、
さらにＸＶＩなどの医用画像収集装置によって収集された医用画像と、放射線治療計画用
ＣＴ装置１００によって収集されたＣＴ画像データとで位置合わせを行うことで、放射線
治療を行う空間での治療対象部位の正確な位置を同定し、同定した位置に合わせて治療を
行う。
【００１５】
　図１に示す放射線治療システム１の構成は、あくまでも一例であり、その他種々の装置
を備えることができる。例えば、体動による被治療体の位置の動きを検出する位置確認装
置や、治療対象部位の正確な位置を同定するための超音波診断装置などを備える場合であ
ってもよい。
【００１６】
　次に、放射線治療システム１における各装置について説明する。図２は、第１の実施形
態に係る放射線治療計画用ＣＴ装置１００の構成の一例を示す図である。図２に示すよう
に、放射線治療計画用ＣＴ装置１００は、架台１１０と、寝台装置１２０と、コンソール
１３０とを備える。
【００１７】
　架台１１０は、被治療体Ｐ（患者）にＸ線を照射し、被治療体Ｐを透過したＸ線を検出
して、コンソール１３０に出力する装置であり、Ｘ線照射制御回路１１１と、Ｘ線発生装
置１１２と、検出器１１３と、データ収集回路（ＤＡＳ：Data　Acquisition　System）
１１４と、回転フレーム１１５と、架台駆動回路１１６とを有する。
【００１８】
　回転フレーム１１５は、Ｘ線発生装置１１２と検出器１１３とを被治療体Ｐを挟んで対
向するように支持し、架台駆動回路１１６によって被治療体Ｐを中心とした円軌道にて高
速に回転する円環状のフレームである。Ｘ線照射制御回路１１１は、高電圧発生部として
、Ｘ線管１１２ａに高電圧を供給する装置であり、Ｘ線管１１２ａは、Ｘ線照射制御回路
１１１から供給される高電圧を用いてＸ線を発生する。Ｘ線照射制御回路１１１は、スキ
ャン制御回路１３３の制御により、Ｘ線管１１２ａに供給する管電圧や管電流を調整する
ことで、被治療体Ｐに対して照射されるＸ線量を調整する。
【００１９】
　また、Ｘ線照射制御回路１１１は、ウェッジ１１２ｂの切り替えを行う。また、Ｘ線照
射制御回路１１１は、コリメータ１１２ｃの開口度を調整することにより、Ｘ線の照射範
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囲（ファン角やコーン角）を調整する。Ｘ線発生装置１１２は、Ｘ線を発生し、発生した
Ｘ線を被治療体Ｐへ照射する装置であり、Ｘ線管１１２ａと、ウェッジ１１２ｂと、コリ
メータ１１２ｃとを有する。
【００２０】
　Ｘ線管１１２ａは、図示しない高電圧発生部により供給される高電圧により被治療体Ｐ
にＸ線ビームを照射する真空管であり、回転フレーム１１５の回転にともなって、Ｘ線ビ
ームを被治療体Ｐに対して照射する。ウェッジ１１２ｂは、Ｘ線管１１２ａから曝射され
たＸ線のＸ線量を調節するためのＸ線フィルタである。具体的には、ウェッジ１１２ｂは
、Ｘ線管１１２ａから被治療体Ｐへ照射されるＸ線が、予め定められた分布になるように
、Ｘ線管１１２ａから曝射されたＸ線を透過して減衰するフィルタである。なお、ウェッ
ジ１１２ｂは、ウェッジフィルタ（wedge　filter）や、ボウタイフィルタ（bow-tie　fi
lter）とも呼ばれる。
【００２１】
　コリメータ１１２ｃは、Ｘ線照射制御回路１１１の制御により、ウェッジ１１２ｂによ
ってＸ線量が調節されたＸ線の照射範囲を絞り込むためのスリットである。架台駆動回路
１１６は、回転フレーム１１５を回転駆動させることによって、被治療体Ｐを中心とした
円軌道上でＸ線発生装置１１２と検出器１１３とを旋回させる。検出器１１３は、被治療
体Ｐを透過したＸ線を検出する２次元アレイ型検出器（面検出器）であり、複数チャンネ
ル分のＸ線検出素子を配してなる検出素子列が被治療体Ｐの体軸方向（図２に示すＺ軸方
向）に沿って複数列配列される。
【００２２】
　データ収集回路１１４は、ＤＡＳであり、検出器１１３が検出したＸ線の検出データか
ら、ＣＴ投影データを収集する。例えば、データ収集回路１１４は、検出器１１３により
検出されたＸ線強度分布データに対して、増幅処理やＡ／Ｄ変換処理、チャンネル間の感
度補正処理等を行なって投影データを生成し、生成した投影データをコンソール１３０に
送信する。例えば、回転フレーム１１５の回転中に、Ｘ線管１１２ａからＸ線が連続曝射
されている場合、データ収集回路１１４は、全周囲分（３６０度分）の投影データ群を収
集する。また、データ収集回路１１４は、収集した各投影データに管球位置を対応付けて
、コンソール１３０に送信する。管球位置は、投影データの投影方向を示す情報となる。
【００２３】
　寝台装置１２０は、被治療体Ｐを載せる装置であり、寝台駆動装置１２１と、天板１２
２とを有する。寝台駆動装置１２１は、天板１２２をＺ軸方向へ移動して、被治療体Ｐを
回転フレーム１１５内に移動させる。天板１２２は、被治療体Ｐが載置される板である。
なお、通常ＣＴ用の天板は患者の体にフィットするよう中心が凹んだような形状をしてい
るが、放射線治療計画用ＣＴ装置１００の場合は、放射線治療装置２００の天板と同一の
形状をしている。
【００２４】
　コンソール１３０は、操作者による放射線治療計画用ＣＴ装置１００の操作を受け付け
るとともに、架台１１０によって収集された投影データを用いてＣＴ画像データ（ボリュ
ームデータ）を再構成する装置である。コンソール１３０は、図２に示すように、入力回
路１３１と、ディスプレイ１３２と、スキャン制御回路１３３と、前処理回路１３４と、
記憶回路１３５と、画像再構成回路１３６と、処理回路１３７とを有する。
【００２５】
　入力回路１３１は、放射線治療計画用ＣＴ装置１００の操作者が各種指示や各種設定の
入力に用いるマウスやキーボード、トラックボール、スイッチ、ボタン、ジョイスティッ
ク等を有し、操作者から受け付けた指示や設定の情報を、処理回路１３７に転送する。デ
ィスプレイ１３２は、操作者によって参照されるモニタであり、処理回路１３７による制
御のもと、ＣＴ画像データの一部を操作者に表示したり、入力回路１３１を介して操作者
から各種指示や各種設定等を受け付けるためのＧＵＩ（Graphical　User　Interface）を
表示したりする。
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【００２６】
　スキャン制御回路１３３は、処理回路１３７による制御のもと、Ｘ線照射制御回路１１
１、架台駆動回路１１６、データ収集回路１１４及び寝台駆動装置１２１の動作を制御す
ることで、架台１１０における投影データの収集処理を制御する。具体的には、スキャン
制御回路１３３は、放射線治療計画用のＣＴ画像データを収集する撮影における投影デー
タの収集処理を制御する。
【００２７】
　前処理回路１３４は、データ収集回路１１４によって生成された投影データに対して、
対数変換処理と、オフセット補正、感度補正及びビームハードニング補正等の補正処理と
を行なって、補正済みの投影データを生成して、記憶回路１３５に格納する。記憶回路１
３５は、前処理回路１３４により生成された投影データを記憶する。また、記憶回路１３
５は、画像再構成回路１３６によって生成された画像データを記憶する。
【００２８】
　画像再構成回路１３６は、記憶回路１３５が記憶する投影データを用いてＣＴ画像デー
タ（ボリュームデータ）を再構成する。ここで、再構成方法としては、種々の方法があり
、例えば、逆投影処理が挙げられる。また、逆投影処理としては、例えば、ＦＢＰ（Filt
ered　Back　Projection）法による逆投影処理が挙げられる。或いは、画像再構成回路１
３６は、逐次近似法を用いて、ＣＴ画像データを再構成することもできる。そして、画像
再構成回路１３６は、再構成したＣＴ画像データを記憶回路１３５に格納する。
【００２９】
　処理回路１３７は、架台１１０、寝台装置１２０及びコンソール１３０の動作を制御す
ることによって、放射線治療計画用ＣＴ装置１００の全体制御を行う。具体的には、処理
回路１３７は、スキャン制御回路１３３を制御することで、架台１１０で行なわれるＣＴ
スキャンを制御する。また、処理回路１３７は、画像再構成回路１３６を制御することで
、コンソール１３０における画像再構成処理や画像生成処理を制御する。また、処理回路
１３７は、再構成したＣＴ画像データを治療計画装置３００に送信する。また、処理回路
１３７は、記憶回路１３５が記憶する各種画像データを、ディスプレイ１３２に表示する
ように制御する。
【００３０】
　なお、図２に示す各回路によって実現される各処理機能は、コンピュータによって実行
可能なプログラムの形態で記憶回路１３５に記録されている。また、各回路は、各プログ
ラムを記憶回路１３５から読み出し、実行することで各プログラムに対応する機能を実現
するプロセッサである。
【００３１】
　図３は、第１の実施形態に係る放射線治療装置２００の構成の一例を示す図である。図
３に示すように、放射線治療装置２００は、入力回路２１０と、ディスプレイ２２０と、
放射線発生装置２３０と、移動機構２４０と、天板２５０と、システム制御回路２６０と
を有する。放射線発生装置２３０は、放射線制御回路２３１と、放射線発生器２３２と、
放射線絞り器２３３とを有する。放射線制御回路２３１は、システム制御回路２６０によ
る制御のもと、治療計画に沿った放射線量の放射線を照射するように、放射線発生器２３
２の高電圧発生器における印加電圧や印加時間等を制御する。放射線発生器２３２は、図
示しない電子銃と加速管を備える。加速管は、電子銃から発生した熱電子を加速し、タン
グステンターゲットに衝突させて治療用の放射線を放射する。放射線絞り器２３３は、例
えば、ＭＬＣ（Multi-Leaf　Collimator）であり、治療用の放射線の照射範囲を設定する
複数の絞り羽根を有する。例えば、放射線絞り器２３３は、絞り移動機構２４１によって
これらの絞り羽根を移動させることで被治療体Ｐの治療対象部位に対応した形状を有する
放射線照射領域を形成する。
【００３２】
　移動機構２４０は、絞り移動機構２４１と、機構制御回路２４２と、天板移動機構２４
３とを有する。絞り移動機構２４１は、機構制御回路２４２による制御のもと放射線絞り
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器２３３の絞り羽根を移動させる。天板移動機構２４３は、機構制御回路２４２による制
御のもと、天板２５０を移動させる。機構制御回路２４２は、システム制御回路２６０に
よる制御のもと、絞り羽根移動制御信号を絞り移動機構２４１に送信することにより絞り
羽根を移動させる。また、機構制御回路２４２は、天板移動制御信号を天板移動機構２４
３へ送信することにより、天板２５０を移動させる。
【００３３】
　入力回路２１０は、放射線治療装置２００の操作者が各種指示や各種設定の入力に用い
るマウスやキーボード、トラックボール、スイッチ、ボタン、ジョイスティック等を有し
、操作者から受け付けた指示や設定の情報を、システム制御回路２６０に転送する。ディ
スプレイ２２０は、操作者によって参照されるモニタであり、システム制御回路２６０に
よる制御のもと、コーンビームＣＴ画像を操作者に表示したり、入力回路２１０を介して
操作者から各種指示や各種設定等を受け付けるためのＧＵＩを表示したりする。
【００３４】
　システム制御回路２６０は、回転架台２７０、放射線発生装置２３０、移動機構２４０
の動作を制御することによって、放射線治療装置２００の全体制御を行う。具体的には、
システム制御回路２６０は、治療計画装置３００から受信した治療計画に基づいて、放射
線制御回路２３１を制御することで、被治療体Ｐへの放射線の照射を制御する。また、シ
ステム制御回路２６０は、治療計画に基づいて、機構制御回路２４２を制御することで、
天板２５０の位置を制御する。また、システム制御回路２６０は、コーンビームＣＴ画像
やＧＵＩを、ディスプレイ２２０に表示するように制御する。ここで、放射線治療装置２
００においては、図示しない記憶回路を有し、治療計画装置３００から転送された治療計
画を記憶回路に記憶する。そして、システム制御回路２６０は、記憶回路から治療計画を
読み出して、上述した制御を実行する。
【００３５】
　なお、図３に示す各回路によって実現される各処理機能は、コンピュータによって実行
可能なプログラムの形態で図示しない記憶回路に記録されている。また、各回路は、各プ
ログラムを図示しない記憶回路から読み出し、実行することで各プログラムに対応する機
能を実現するプロセッサである。
【００３６】
　図４は、第１の実施形態に係る治療計画装置３００の構成の一例を示す図である。図４
に示すように、治療計画装置３００は、入力回路３１０と、ディスプレイ３２０と、記憶
回路３３０と、処理回路３４０とを有する。例えば、治療計画装置３００は、ワークステ
ーションや、任意のパーソナルコンピュータなどである。
【００３７】
　入力回路３１０は、マウス等のポインティングデバイス、キーボード等の入力デバイス
であり、治療計画装置３００に対する各種操作の入力を操作者から受け付ける。例えば、
入力回路３１０は、放射線治療計画用ＣＴ装置１００によって収集されたＣＴ画像データ
に対する治療対象部位を指定するための指定操作などを受付ける。ディスプレイ３２０は
、液晶ディスプレイ等の表示デバイスであり、各種情報を表示する。例えば、ディスプレ
イ３２０は、操作者から各種操作を受け付けるためのＧＵＩや、治療計画を実行するため
のＣＴ画像データ、さらに、後述する処理回路３４０による処理結果などを表示する。こ
こで、治療計画装置３００は、複数のディスプレイ３２０を備えることができ、例えば、
操作者が治療計画を立案する部屋や、放射線治療装置２００が配置された部屋などにディ
スプレイ３２０をそれぞれ配置することもできる。
【００３８】
　記憶回路３３０は、例えば、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）、フラッシュメモリ（
Flash　Memory）等の半導体メモリ素子、又は、ハードディスク、光ディスク等の記憶装
置などであり、後述する処理回路３４０によって取得された種々の画像データ３３１を記
憶する。また、記憶回路３３０は、後述する処理回路３４０によって用いられる種々の情
報を記憶する。例えば、記憶回路３３０は、放射線の照射に係る機器の構造の情報である
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機構構造情報３３２を記憶する。ここで、機構構造情報３３２は、例えば、放射線治療装
置２００や、医用画像収集装置などを構成する各部位の寸法の情報や、各部位の装置全体
における位置、範囲の情報を含む。また、機構構造情報３３２は、例えば、放射線治療装
置２００や医用画像収集装置を構成する各部位のうち、回転移動や平行移動などにより位
置が変化する部位である可動部の可動範囲（可動部の回転移動や平行移動の範囲）の情報
を含む。例えば、可動部は、放射線治療装置２００における放射線発生器及び検出器や、
天板等である。治療計画装置３００は、機構構造情報を、放射線治療装置２００等の設計
データ（ＣＡＤ（Computer　Aided　Design）データなど）から取得する。
【００３９】
　また、記憶回路３３０は、後述する処理回路３４０による処理結果を記憶する。例えば
、記憶回路３３０は、処理回路３４０によって実施された治療対象部位に対する治療計画
３３３を記憶する。一例を挙げると、記憶回路３３０は、治療対象部位に対する放射線の
照射条件や、照射条件に基づいて算出される線量分布及び線量体積ヒストグラムなどの情
報を被治療体Ｐごとに記憶する。なお、記憶回路３３０は、被治療体ごとの被曝情報を記
憶することも可能である。また、記憶回路３３０は、処理回路３４０によって読み出され
、実行される各種プログラムを記憶する。
【００４０】
　処理回路３４０は、治療計画装置３００における各種処理を実行する。例えば、処理回
路３４０は、図４に示す画像取得機能３４１、患者モデル生成機能３４２、治療計画機能
３４３、干渉判定機能３４４及び表示制御機能３４５に対応するプログラムを記憶回路３
３０から読み出して実行することで、種々の処理を行う。図４に示す各回路によって実現
される各処理機能は、コンピュータによって実行可能なプログラムの形態で記憶回路３３
０に記録されている。また、各回路は、各プログラムを記憶回路３３０から読み出し、実
行することで各プログラムに対応する機能を実現するプロセッサである。なお、図４に示
す治療計画機能３４３は、特許請求の範囲における計画部の一例である。また、図４に示
す干渉判定機能３４４は、特許請求の範囲における判定部の一例である。
【００４１】
　第１の実施形態に係る治療計画装置３００は、治療計画と干渉チェックを効率よく行う
ことを可能にする。具体的には、治療計画装置３００は、治療計画と干渉チェックを一体
化する（或いは、インタラクティブに情報を交換する）ことにより、治療計画の変更或い
は干渉を回避するための変更を相互に反映できるようにし、治療計画と干渉チェックを効
率よく行うことを可能にする。例えば、治療計画機能３４３が、３次元医用画像データに
基づいて、被治療体の対象部位に対する放射線照射の照射計画を計画する。そして、干渉
判定機能３４４が、治療計画機能３４３によって対象部位に対する放射線の照射計画が計
画されるごとに、当該照射計画に基づいて複数の装置が制御された場合、複数の可動部同
士、あるいは複数の可動部と被治療体との干渉の有無を判定する。そして、治療計画機能
３４２は、干渉判定機能３４４によって干渉が生じると判定された場合に、被治療体照射
計画に干渉リスクがあることを操作者に通知する。あるいは、治療計画機能３４２は、照
射計画を修正する。これにより、放射線治療計画と干渉チェックとを同時に実行すること
ができるようになる。
【００４２】
　ここで、まず、第１の実施形態に係る放射線治療システム１による処理の一例について
、図５を用いて説明する。図５は、第１の実施形態に係る放射線治療システム１による処
理の手順の一例を示すフローチャートである。図５に示すように、放射線治療システム１
においては、まず、放射線治療計画用ＣＴ装置１００が、ＣＴ検査を実施して（ステップ
Ｓ１０１）、収集したＣＴ画像データと被治療体の体型情報とを治療計画装置３００に送
信する。そして、治療計画装置３００が、治療計画及び干渉チェックを同時に実行する（
ステップＳ１０２）。
【００４３】
　その後、放射線治療装置２００が、治療計画の検証（Ｃｏｍｉｓｓｉｏｎ）を実行する
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ことにより、治療計画通りに放射線の照射ができることをファントムや線量計などを用い
て検証するとともに干渉が生じるか否かを判定する（ステップＳ１０３、ステップＳ１０
４）。ここで、治療計画通りに放射線を照射することができ、さらに干渉が生じないと判
定された場合に（ステップＳ１０４肯定）、放射線治療装置２００は、放射線治療を実施
する（ステップＳ１０５）。一方、治療計画通りに放射線を照射することができない、或
いは、干渉が生じると判定された場合には（ステップＳ１０４否定）、ワーニングメッセ
ージを表示することで操作者に注意を与えることにより、治療計画装置３００において再
度治療計画及び干渉チェックを実行する（ステップＳ１０２）。
【００４４】
　このように、第１の実施形態に係る放射線治療システム１においては、図５のステップ
Ｓ１０２において、治療計画装置３００が、治療計画と干渉チェックを同時に実行するこ
とにより、治療計画と干渉チェックを効率よく行うことを可能にする。これによりステッ
プＳ１０４否定で発生する後戻りの頻度を低減することができる。以下、第１の実施形態
に係る治療計画装置３００による処理の一例について、図６を用いて説明する。図６は、
第１の実施形態に係る治療計画装置３００による処理の手順の一例を示すフローチャート
である。ここで、図６に示す処理は、図５のステップＳ１０２の処理に対応する。
【００４５】
　図６に示すステップＳ２０１は、処理回路３４０が記憶回路３３０から画像取得機能３
４１に対応するプログラムを読み出して実行されるステップである。また、図６に示すス
テップＳ２０２は、処理回路３４０が記憶回路３３０から患者モデル生成機能３４２に対
応するプログラムを読み出して実行されるステップである。また、図６に示すステップＳ
２０３、ステップＳ２０５及びステップＳ２０８～Ｓ２０９は、処理回路３４０が記憶回
路３３０から治療計画機能３４３に対応するプログラムを読み出して実行されるステップ
である。また、図６に示すステップＳ２０４、ステップＳ２０６、ステップＳ２０７及び
ステップＳ２１０は、処理回路３４０が記憶回路３３０から干渉判定機能３４４に対応す
るプログラムを読み出して実行されるステップである。
【００４６】
　図６に示すように、治療計画装置３００においては、まず、画像取得機能３４１が、Ｃ
Ｔ画像データを取得する（ステップＳ２０１）。例えば、画像取得機能３４１は、放射線
が照射される対象部位について、放射線治療計画用ＣＴ装置１００によって収集された３
次元の医用画像データ（ＣＴ画像データ）を取得する。
【００４７】
　そして、患者モデル生成機能３４２が、患者モデルを生成する（ステップＳ２０２）。
具体的には、患者モデル生成機能３４２は、放射線治療計画用ＣＴ装置１００から受信し
た被治療体のＣＴ画像データ及び体型情報と、記憶回路３３０によって記憶されたモデル
データを用いて、被治療体の体型に合わせた患者モデルを生成する。ここで、モデルデー
タについて説明する。モデルデータは、年齢、成人／子供、男性／女性、体重、身長など
の体格などに関わるパラメータに関する複数の組み合わせに応じた標準的な体格などを有
する人体について実際にＣＴ装置で撮影した画像として予め生成されて、記憶回路３３０
に格納される。
【００４８】
　すなわち、記憶回路３３０は、上述したパラメータの組み合わせに応じた複数のモデル
データを記憶する。ここで、記憶回路３３０によって記憶されるモデルデータには、解剖
学的な特徴点（特徴点）が対応づけて記憶される。例えば、人体には、パターン認識等の
画像処理により比較的容易にその形態的特徴等に基づいて画像から抽出できる多数の解剖
学的な特徴点がある。これら多数の解剖学的な特徴点の身体におけるその位置や配置は年
齢、成人／子供、男性／女性、体重、身長などの体格等に従っておおよそ決まっている。
記憶回路３３０によって記憶されるモデルデータは、これら多数の解剖学的な特徴点が予
め検出され、検出された特徴点の位置データがそれぞれの特徴点の情報とともにモデルデ
ータに付帯又は関連付けされて記憶される。
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【００４９】
　患者モデル生成機能３４２は、被治療体情報に基づいて、被治療体に対応するモデルデ
ータを記憶回路３３０から読み出す。そして、患者モデル生成機能３４２は、放射線治療
計画用ＣＴ装置１００から受信した被治療体のＣＴ画像データ及び体型情報に基づいてＣ
Ｔ画像データ（ボリュームデータ）中の解剖学的な特徴点を抽出し、抽出した解剖学的な
特徴点と読み出したモデルデータ中の特徴点とを照合して、ボリュームデータの座標空間
とモデルデータの座標空間とを関連付ける。
【００５０】
　例えば、患者モデル生成機能３４２は、抽出した各画像の解剖学的特徴点のうち、解剖
学的に同じ特徴点間の座標を比較して位置ずれの値をそれぞれ算出し、算出した位置ずれ
の値の合計値が最小化するような座標変換行列を算出する。すなわち、患者モデル生成機
能３４２は、「モデルデータ」を変形して「ＣＴ画像データ」に近似させることができる
座標変換行列を算出する。患者モデル生成機能３４２は、算出した座標変換行列を用いる
ことにより、モデルデータから被治療体の体型に合わせた患者モデルを生成することがで
きる。
【００５１】
　次に、治療計画機能３４３が、照射領域を決定する（ステップＳ２０３）。具体的には
、治療計画機能３４３は、放射線治療計画用ＣＴ装置１００から受信した被治療体のＣＴ
画像データに含まれる腫瘍の位置を同定する。そして、治療計画機能３４３は、同定した
腫瘍に対して、進展している可能性がある範囲、体動などによるずれを考慮したマージン
、照射における設定誤差を考慮したマージンなどを含んだ照射領域を決定する。
【００５２】
　より具体的には、治療計画機能３４３は、腫瘍の進展や存在が肉眼的に確認できる３次
元領域である肉眼的腫瘍体積（ＧＴＶ：gross　tumor　volume）を抽出する。そして、治
療計画機能３４３は、抽出したＧＴＶと肉眼的には確認できないが潜在的な腫瘍領域とを
それぞれ含む臨床的標的体積（ＣＴＶ：clinical　target　volume）を設定する。さらに
、治療計画機能３４３は、ＣＴＶが生理的な動きに伴って位置が変化することを考慮して
、ＣＴＶの外側にマージンを付加した計画標的体積（ＰＴＶ：planning　target　volume
）を照射領域として設定する。なお、ＧＴＶ、ＣＴＶ及びＰＴＶは、操作者によって指定
される場合であってもよい。
【００５３】
　このように照射領域が決定されると、患者モデル生成機能３４２は、生成した患者モデ
ルにさらに照射領域をマージした患者モデルを生成して、干渉判定機能３４４に送信する
。干渉判定機能３４４は、患者モデル生成機能３４２から患者モデルを受け付けると、記
憶回路３３０に記憶された機構構造情報を読み出して、受け付けた患者モデルに用いた干
渉チェックを実行する。具体的には、干渉判定機能３４４は、放射線治療に係る各装置の
機構構造情報と患者モデルとを用いて、治療計画機能３４３によって計画された治療計画
で干渉が生じるか否かをシミュレーションする。
【００５４】
　ここで、干渉判定機能３４４は、患者モデルを寝台の中心に寝かせたとしておおよその
位置に配置し、さらに、照射領域がＩＳＯ－ＣＥＮＴＥＲ(アイソセンタ)と一致するよう
に寝台を仮想的に移動させる（ステップＳ２０４）。干渉判定機能３４４は、この寝台位
置及び患者位置を基準として干渉チェックを開始する。図７Ａは、第１の実施形態に係る
干渉判定の基準を説明するための図である。図７Ａにおいては、被治療体Ｐの患者モデル
に対する干渉判定の基準の設定を示す。例えば、図７Ａの上段の図に示すように、照射領
域Ｒ１がマージされた被治療体Ｐの患者モデルが天板２５０の中心に配置されると、干渉
判定機能３４４は、図７Ａの下段の図に示すように、照射領域Ｒ１がアイソセンタと一致
するように、天板２５０を矢印１１の方向に仮想的に移動させる。干渉判定機能３４４は
、移動後の寝台及び患者モデルの位置を干渉判定の基準位置として、後に受け付ける治療
計画における干渉チェックを実施する。
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【００５５】
　干渉判定機能３４４によって基準位置が設定されると、治療計画機能３４３は、照射領
域に対する治療計画を実施する（ステップＳ２０５）。具体的には、まず、操作者が、照
射領域に対してどのような放射線照射方法を行うかを決定する。例えば、表示制御機能３
４５が、２方向からの照射、強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ：Intensity　Modulated　Ra
diation　Therapy）、回転型強度変調放射線治療（ＶＭＡＴ：Volumetric　Modulated　A
rc　Therapy）などの照射方法をディスプレイ３２０に表示させる。操作者は、表示され
た照射方法の中から適切な照射方法を選択する。
【００５６】
　そして、治療計画機能３４３は、これらの条件に基づいて治療計画を実施する。ここで
、治療計画機能３４３は、放射線に対する感受性が高く放射線が照射されないようにすべ
き臓器などを考慮した治療計画を実施する。例えば、まず、表示制御機能３４５が、ＣＴ
画像をディスプレイ３２０に表示させる。操作者は、ディスプレイ３２０に表示されたＣ
Ｔ画像を参照して、放射線に対する感受性が高く放射線が照射されないようにすべき臓器
などの輪郭を指定する。治療計画機能３４３は、指定された輪郭に基づいて、照射領域の
３次元的な形状、位置、指定された臓器との位置関係などを解析し、解析結果に基づいて
、治療に用いる放射線の線質、入射方向、照射野、線量、照射回数などを含む治療計画を
決定する。
【００５７】
　さらに、治療計画機能３４３は、決定した治療計画の推定結果を算出する。例えば、治
療計画機能３４３は、治療計画の決定に際して、放射線の照射条件ごとに線量分布や線量
体積ヒストグラム（ＤＶＨ：Dose　Volume　Histogram）を算出する。そして、表示制御
機能３４５が、照射条件とともに、算出された線量分布やＤＶＨをディスプレイ３２０に
表示させる。ディスプレイ３２０に表示された照射条件や線量分布、ＤＶＨに対する操作
者の確認操作が実行されると、干渉判定機能３４４が、確認操作が実行された治療計画に
対する干渉チェックを実施する。
【００５８】
　なお、上述した治療計画では、治療計画を実施したのちに推定結果を算出する順方向の
治療計画を実施する場合を例に挙げて説明した。しかしながら、実施形態はこれに限定さ
れるものではなく、例えば、線量分布、ＤＶＨなどの条件を先に設定した後にこれらの条
件を満足する治療計画を探索あるいは同定する逆方向の治療計画が実施される場合であっ
てもよい。
【００５９】
　このように、治療計画機能３４３によって治療計画が立案されると、干渉判定機能３４
４は、立案された治療計画に対する干渉チェックを実行する。ここで、本実施形態に係る
干渉判定機能３４４は、一連の照射計画（照射プラン）を含む治療計画全体が立案された
後に干渉チェックを実行するのではなく、治療計画に含まれる各照射プランが計画される
ごとに干渉チェックを実行して（ステップＳ２０６）、干渉を生じるか否かを判定する（
ステップＳ２０７）。
【００６０】
　例えば、干渉判定機能３４４は、患者モデルを基準位置に配置した状態で計画された照
射を実行する場合の各可動部間の距離、あるいは各可動部と患者モデルとの距離を算出し
、算出した距離の値が「０以下」となる場合に、干渉を生じると判定する。或いは、干渉
判定機能３４４は、患者モデルを基準位置に配置した状態で計画された照射を実行する場
合の各可動部間の距離、あるいは各可動部と患者モデルとの距離を算出し、算出した距離
の値が所定の閾値以下となる場合に、干渉を生じるリスクが高いと判定する。
【００６１】
　ここで、干渉を生じるリスクが高いと判定した場合（ステップＳ２０７肯定）、治療計
画機能３４３は、治療計画を修正する。具体的には、治療計画機能３４３は、干渉判定機
能３４４から干渉が生じる位置や干渉の程度に関する情報を取得し、取得した情報に基づ
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いて、干渉リスクが低減するように治療計画を修正する。ここで、治療計画機能３４３は
、先に計画した照射プランにおける治療対象部位に対する放射線の照射角度を維持した状
態で干渉を回避するように照射プランを修正する（ステップＳ２０８）。
【００６２】
　すなわち、治療計画機能３４３は、患者モデルに含まれる照射領域（治療対象部位）の
位置情報に基づいて、放射線の照射角度を除いた放射線の照射条件を変更する。例えば、
治療計画機能３４３は、被治療体が横臥する寝台を移動させることで干渉を回避する。図
７Ｂは、第１の実施形態に係る治療計画機能３４３による治療計画の修正処理の一例を説
明するための図である。図７Ｂにおいては、被治療体Ｐの患者モデルに対する治療計画の
修正を示す。
【００６３】
　例えば、図７Ｂの１段目の図に示すように基準位置に配置した患者モデルに対する治療
計画として、治療計画機能３４３が、２段目の図に示す照射位置からの放射線の照射プラ
ンを計画したとする。ここで、干渉判定機能３４４が２段目の図に示す照射位置からの放
射線の照射プランでは干渉を生じると判定すると、治療計画機能３４３は、干渉を生じる
位置と程度の情報を干渉判定機能３４４から受け付けて、照射プランの修正を実行する。
【００６４】
　ここで、治療計画機能３４３は、先に計画した照射プランにおける照射角度を変化させ
ずに照射プランを変化させる。具体的には、治療計画機能３４３は、被治療体の対象部位
の位置を放射線の光軸に沿ってアイソセンタからずらすことにより干渉を回避する。例え
ば、治療計画機能３４３は、図７Ｂの３段目の図に示すように、照射領域Ｒ１に対する放
射線の照射方向を変更せずに干渉を回避するために、天板２５０を矢印１２の方向に移動
させる。
【００６５】
　ここで、天板２５０の位置を移動させると、図７Ｂの３段目の図に示すように、照射領
域Ｒ１がアイソセンタからはずれることとなる。そこで、治療計画機能３４３は、放射線
の照射範囲の変化を補正する（ステップＳ２０９）。例えば、治療計画機能３４３は、放
射線絞り器２３３の設定を変更することにより、図７Ｂの４段目の図に示すように、放射
線の照射範囲が照射領域Ｒ１に対して適切になるように照射プランを修正する。
【００６６】
　このように、干渉チェック及び照射プランの修正が実施されると、干渉判定機能３４４
が未チェックの照射プランがあるか否かを判定する（ステップＳ２１０）。ここで、未チ
ェックの照射プランがある場合には（ステップＳ２１０肯定）、ステップＳ２０６に戻っ
て、未チェックの照射プランの干渉チェックを実施する。一方、未チェックの照射プラン
がない場合には（ステップＳ２１０否定）、治療計画及び干渉チェックを終了する。
【００６７】
　なお、干渉を生じるリスクが高いと判定した場合（ステップＳ２０７肯定）、本実施例
では治療計画機能３４３が治療計画を修正する場合について説明している。しかしながら
、操作者に干渉を生じるリスクが高いと言うワーニングメッセージを表示した上で、照射
領域に対する再治療計画を実施する（Ｓ２０５）に戻り、操作者に治療計画の変更や再作
成を委ねても良い。
【００６８】
　治療計画及び干渉チェックが終了すると、治療計画装置３００は、治療計画を放射線治
療装置２００に送信する。放射線治療装置２００では、先ず治療計画の検証（Ｃｏｍｉｓ
ｓｉｏｎ）を実行する。治療計画の検証では、治療計画通りに放射線の照射ができること
をファントムや線量計などを用いて検証するとともに干渉が生じるか否かを目視で判定す
る。ここで、治療計画通りに放射線を照射することができ、さらに干渉が生じないと判定
された場合に被治療体の治療に移行する。
【００６９】
　放射線治療装置２００は、被治療体を寝台に載せ、患者の位置合わせを実施する。例え
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ば、放射線治療装置２００は、同じ部屋内にＣＴ装置が設置されている場合はＣＴ画像を
撮影し、計画で使用したＣＴ画像と比較することで患者位置を同定する。或いは、放射線
治療装置２００は、コーンビームＣＴ機能を使用し、コーンビームＣＴ画像を撮影した後
で、再構成した画像とＣＴ画像とで骨や臓器などをランドマークとして位置合わせを実施
し、患者位置を同定する。或いは、放射線治療装置２００は、Ｘ線画像を２方向から撮影
し、特徴的な構造に基づいてＣＴ画像との位置合わせを実施し、患者位置を同定する。
【００７０】
　このような方法によって位置合わせが実行されると、ＣＴ画像及びそれに関連付けられ
た患者モデルの位置が正確に同定される。そこで、治療計画装置３００は、同定された患
者モデルの位置を用いて再度干渉チェックすることで再度正確な干渉チェックを行うこと
ができる。すなわち、天板２５０の撓みなどを含む正確な位置での干渉チェックを実行す
ることができる。ここで、正確な位置を用いた干渉チェック及び治療計画の修正も上述し
た手順により実行される。
【００７１】
　また、上述した実施形態では、照射領域に対する放射線の照射角度を変更せずに干渉を
回避する場合を例に挙げて説明したが、本実施形態に係る治療計画装置３００は、その他
の手法により干渉を回避することも可能である。具体的には、治療計画装置３００は、干
渉の要因となるものがＸ線撮影系（これがなくても治療はできるもの）であれば、それを
収納するようにディスプレイ３２０に提示する。操作者がＸ線撮影系を収納することによ
り干渉を回避することができる。或いは、治療計画装置３００は、干渉を生じる方向から
の照射を棄却することで干渉を回避する。
【００７２】
　上述したように、第１の実施形態によれば、治療計画機能３４３が、ＣＴ画像データに
基づいて、被治療体の治療対象部位に対する放射線照射の照射計画を計画する。干渉判定
機能３４４が、治療計画機能３４３によって対象部位に対する放射線の照射計画が計画さ
れるごとに、当該照射計画にて放射線が照射された場合に被治療体に対して放射線を照射
するために動く可動部同士における干渉及び各可動部と被治療体とにおける干渉の有無を
判定する。治療計画機能３４３が、干渉判定機能３４４によって干渉が生じると判定され
た場合に、照射計画を修正する。従って、第１の実施形態に係る治療計画装置３００は、
治療計画と干渉判定を同時に実施することができ、治療計画と干渉チェックを効率よく行
うことを可能にする。
【００７３】
　例えば、図５のステップＳ１０２において実行する治療計画と干渉チェックを別々の装
置でそれぞれ実行した場合、干渉が懸念されたとしても、どのように治療計画を反映すれ
ば良いか分からない。従って、干渉チェックで問題が発生すると、改めて治療計画全体を
見直し、見直したプランを再度干渉チェックする、というようなトライアンドエラーが発
生する。また、被治療体の体型や腫瘍の位置が反映されずに干渉のシミュレーションを実
行した場合、正確な干渉チェックを行うことができない。これに対して、本実施形態に係
る治療計画装置３００では、被治療体の体型情報を用い、治療計画と干渉判定を同時に実
施することで、治療計画の後戻りを防止することができる。さらに、本実施形態に係る治
療計画装置３００では、被治療体の体型情報を用いることで、より精度の高いシミュレー
ションを実行することができ、図５のステップＳ１０４からの後戻りの回数を低減するこ
とも可能である。
【００７４】
　また、第１の実施形態によれば、治療計画機能３４３は、先に計画した照射計画におけ
る対象部位に対する放射線の照射角度を維持した状態で干渉を回避するように照射計画を
修正する。従って、第１の実施形態に係る治療計画装置３００は、最初に立てた最善の照
射方向から放射線を照射することを可能にする。放射線の治療計画では、治療対象部位へ
の治療効果とともに周辺臓器への影響が考慮されて、照射方向が決定される。従って、最
初に計画された照射方向は変更しないほうが好ましい。治療計画装置３００によって治療
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計画を修正することによって、照射方向は変更せずに照射プランを変更することができる
。
【００７５】
　また、第１の実施形態によれば、治療計画機能３４３は、体型情報に含まれる被治療体
の治療対象部位の位置情報に基づいて、放射線の照射角度を除いた放射線の照射条件を変
更する。従って、第１の実施形態に係る治療計画装置３００は、シミュレーションの段階
から治療対象部位の位置を考慮した照射プランの修正を行うことを可能にする。
【００７６】
　また、第１の実施形態によれば、治療計画機能３４３は、被治療体の治療対象部位の位
置を放射線の光軸に沿ってアイソセンタからずらし、放射線の照射範囲の変化を補正する
。また、治療計画機能３４３は、被治療体が横臥する寝台を移動させることで干渉を回避
する。従って、第１の実施形態に係る治療計画装置３００は、放射線の照射方向を変更す
ることなく照射プランを変更することができるとともに、治療対象部位に対して効果的に
放射線を照射することを可能にする。
【００７７】
（第２の実施形態）
　さて、これまで第１の実施形態について説明したが、上述した第１の実施形態以外にも
、種々の異なる形態にて実施されてよいものである。
【００７８】
　上述した第１の実施形態では、天板２５０を平行移動することで干渉を回避する場合を
例に挙げて説明したが、実施形態はこれに限定されるものではなく、例えば、天板２５０
上に横臥する患者の位置を変更する場合であってもよい。この場合には、例えば、通常天
板の中央付近に患者に横たわるよう指示するが、治療計画機能３４３は、操作者に対し、
患者の位置を天板中央から右方向にずれた位置に横たわるよう推奨する。図８は、第２の
実施形態に係る治療計画機能による治療計画の修正処理の一例を説明するための図である
。図８においては、被治療体Ｐの患者モデルに対する治療計画の修正を示す。
【００７９】
　例えば、治療計画機能３４３が、図８の上段の図に示す照射位置からの放射線の照射プ
ランを計画したとする。ここで、干渉判定機能３４４が上段の図に示す照射位置からの放
射線の照射プランでは干渉を生じると判定すると、治療計画機能３４３は、干渉を生じる
位置と程度の情報を干渉判定機能３４４から受け付けて、照射プランの修正を実行する。
ここで、治療計画機能３４３は、先に計画した照射プランにおける照射角度を変化させず
に照射プランを変化させる。例えば、治療計画機能３４３は、図８の下段の図に示すよう
に、操作者に対し、患者の位置を天板中央から右方向にずれた位置に横たわるよう推奨す
る。放射線発生機２３２の照射角度あるいは天板２５０の角度を変更した照射プランに修
正しても良い。
【００８０】
　あるいは治療計画機能３４３が、照射領域に対する線量を保持しつつ、さらに照射領域
以外の正常組織、特に放射線に対する感受性が高く放射線が照射されないようにすべき臓
器に対する線量を増加させない範囲で、照射プランを変化させる。
【００８１】
　また、上述した第１の実施形態では、治療計画装置３００が、各処理を実行する場合に
ついて説明した。しかしながら、実施形態はこれに限定されるものではなく、放射線治療
システム１に含まれるいずれの装置が処理する場合であってもよい。この場合、処理を実
行する装置が、処理回路３４０と同様の処理回路を有し、同様の処理を実行する。
【００８２】
　また、第１の実施形態では、治療計画の立案に用いられるボリュームデータとしてＣＴ
画像データを用いる場合を例に挙げて説明した。しかしながら、実施形態はこれに限定さ
れるものではなく、例えば、ＭＲＩ（Magnetic　Resonance　Imaging）装置や、ＰＥＴ（
Positron　Emission　Tomography）装置、或いは、ＳＰＥＣＴ（Single　Photon　Emissi



(16) JP 2017-192549 A 2017.10.26

10

20

30

40

on　Computed　Tomography）装置などによって収集されたボリュームデータを用いる場合
であってもよい。
【００８３】
　なお、上述した放射線治療計画用ＣＴ装置１００、放射線治療装置２００及び治療計画
装置３００の説明において用いた「プロセッサ」という文言は、例えば、ＣＰＵ（Centra
l　Processing　Unit）、ＧＰＵ（Graphics　Processing　Unit）、或いは、特定用途向
け集積回路（Application　Specific　Integrated　Circuit：ＡＳＩＣ）、プログラマブ
ル論理デバイス（例えば、単純プログラマブル論理デバイス（Simple　Programmable　Lo
gic　Device：ＳＰＬＤ）、複合プログラマブル論理デバイス（Complex　Programmable　
Logic　Device：ＣＰＬＤ）、及びフィールドプログラマブルゲートアレイ（Field　Prog
rammable　Gate　Array：ＦＰＧＡ））等の回路を意味する。プロセッサは記憶回路に保
存されたプログラムを読み出し実行することで機能を実現する。なお、記憶回路にプログ
ラムを保存する代わりに、プロセッサの回路内にプログラムを直接組み込むよう構成して
も構わない。この場合、プロセッサは回路内に組み込まれたプログラムを読み出し実行す
ることで機能を実現する。なお、本実施形態の各プロセッサは、プロセッサごとに単一の
回路として構成される場合に限らず、複数の独立した回路を組み合わせて１つのプロセッ
サとして構成し、その機能を実現するようにしてもよい。
【００８４】
　また、第１の実施形態で図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ず
しも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合
の具体的形態は図示のものに限られず、その全部または一部を、各種の負荷や使用状況な
どに応じて、任意の単位で機能的または物理的に分散・統合して構成することができる。
さらに、各装置にて行なわれる各処理機能は、その全部または任意の一部が、ＣＰＵおよ
び当該ＣＰＵにて解析実行されるプログラムにて実現され、或いは、ワイヤードロジック
によるハードウェアとして実現され得る。
【００８５】
　また、第１の実施形態で説明した治療計画方法は、予め用意された干渉判定プログラム
をパーソナルコンピュータやワークステーション等のコンピュータで実行することによっ
て実現することができる。この干渉判定プログラムは、インターネット等のネットワーク
を介して配布することができる。また、この干渉判定プログラムは、ハードディスク、フ
レキシブルディスク（ＦＤ）、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤ等のコンピュータで読み取り
可能な記録媒体に記録され、コンピュータによって記録媒体から読み出されることによっ
て実行することもできる。
【００８６】
　以上説明したとおり、第１及び第２の実施形態によれば、治療計画と干渉チェックを効
率よく行うことを可能にする。
【００８７】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【００８８】
　３００　治療計画装置
　３４３　治療計画機能
　３４４　干渉判定機能
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